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第１章 総則 

 

１－１ 適用範囲  

１．  本特記仕様書は、下記業務委託（以下「本業務委託」という。）に  

適用する。  

（１）委託番号   印業令６第３号 

（２）委 託 名  送水施設場内整備委託  

（３）委託箇所   佐倉市高崎９４８番地  印東加圧ポンプ場他１０箇所 

（４）委託期限  契約日の翌日から令和７年２月１４日（金）限り  

 

１－２ 実施範囲  

１．本業務委託は、本特記仕様書に規定する印旛郡市広域市町村圏事務組

合（以下「組合」という。）送水施設の維持管理及び防犯防災対策の  

一環として、印東加圧ポンプ場及び各水管橋用地等の除草、植え込みの

剪定を行うものである。  

 

１－３ 一般事項等 

１．本業務委託受注者（以下「受注者」という。）は、本特記仕様書に明

記されていない事項があっても本業務委託の実施上当然必要と思われ

るもの、または、軽微な作業等は、組合職員（以下「監督職員」とい

う。）の承諾を得て実施しなければならない。  

なお、本業務委託の実施に伴い組合及び第三者の工作物等に損傷を

与えた場合は、監督職員に連絡の上、受注者の負担により速やかに復

旧すること。  

２．受注者は、本業務委託に係る諸法令を遵守し、作業の円滑な進捗を

図るとともに諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければ

ならない。 

また、本業務委託の実施に必要な届出等は受注者がこれを代行する

こと。 

３．設計図書に疑義が生じた場合は、監督職員との協議により決定する。  

４．受注者は、業務主任技術者の選任にあたっては、必要な知識と経験

を有する技術員を選任しなければならない。  

５．受注者は、監督職員と十分打合せの上、余裕のある工程を組み、誠

意を持って確実に本業務委託を実施しなければならない。  

６．本業務委託に必要な機械、器具、雑材料等は全て受注者の負担とす

る。 

また、機械器具は常に点検整備を行い作業に支障のないようにする

こと。 
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７．委託箇所は上水道施設であるため、立ち入る際は衛生管理に十分  

留意すること。  

８．受注者は、本業務委託の実施に際しては、災害防止のための十分な

安全管理を行うこと。  

９．設計変更は、組合の単価及び積算歩掛に基づくものとする。  

ただし、軽微な内容については変更の対象としない。  

なお、受注者は、変更の必要が生じた場合は、速やかに監督職員に

申し出て組合と協議するものとする。  

10．受注者は、次の書類を遅滞なく提出すること。  

（１）契約後  

① 業務着手届          （契約後７日以内）   ２部  

② 業務主任技術者選任通知書    （契約後７日以内）   ２部  

 （経歴書、資格証及び資格を証明する書類の写し並びに当該  

企業との直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する書  

面の写しを添付すること。）  

③ 業務工程表          （契約後１４日以内） ２部  

（２）着手後  

  ① 業務実施計画書   （契約後速やかに提出すること） ２部  

    [委託概要、実施工程表、現場組織表、安全管理、作業方法等 ] 

② 庁舎使用許可申請書                  １部  

③ 作業員名簿                     １部  

（３）作業後  

① 作業写真                      ２部  

（４）業務完了時  

① 業務完了報告書                   ２部  

  ② 業務目的物引渡申出書                ２部  

（５）その他  

① 必要に応じて監督職員が指示したもの          ２部  

 

第２章 委託概要  

 

２－１ 委託概要  

１．本業務委託は、次のとおり実施するものである。 

（１）送水施設場内整備委託 

① 印東加圧ポンプ場除草工           １式 

② 印東加圧ポンプ場植栽剪定工         １式 

③ 高崎川水管橋用地除草工           １式 

④ 鹿島川水管橋用地除草工           １式 
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⑤ 手繰川ドレーン用地除草工          １式 

⑥ 勝田川水管橋用地除草工           １式 

⑦ 上勝田用地除草工             １式 

⑧ 小橋川水管橋用地除草工           １式 

⑨ 小名木川ドレーン用地除草工         １式 

⑩ 本埜分岐用地除草工             １式 

⑪ 船形分岐用地除草工             １式 

⑫ 神崎川水管橋護岸部除草工          １式 

 

２－２ 委託箇所  

１．本業務委託の委託箇所は次のとおりである。  

（１）（２）印東加圧ポンプ場  

（佐倉市高崎９４８番地）  

（３）高崎川水管橋用地  

（印旛郡酒々井町飯積３３１番地及び尾上６８０番地）  

（４）鹿島川水管橋用地  

（四街道市山梨２１１４番地及び佐倉市大篠塚２００番地）  

（５）手繰川ドレーン用地  

（四街道市萱橋１１８８番地及び内黒田４８７番地）  

（６）勝田川水管橋用地  

（佐倉市直弥２３０番地及び２７４番地) 

（７）上勝田用地  

（佐倉市上勝田４７番地）  

（８）小橋川水管橋用地  

（成田市山口１７９３番地）  

（９）小名木川ドレーン用地  

（四街道市山梨１８３７番地）  

（10）本埜分岐用地 

（印西市竜腹寺３０１番１０） 

（11）船形分岐用地 

（成田市船形６００番地）  

（12）神崎川水管橋護岸  

   （白井市河原子９５－７地先及び白井市白井１８５－４地先）  

 

２－３ 委託内容  

１．作業内容  

（１）指定された委託箇所の除草、集草、積込、運搬及び処分を行うこと。  

また、処分については再利用を図らなければならない。  



 

- 4 - 

印東加圧ポンプ場内については、剪定作業及び剪定箇所の抜根  

除草作業及び枯葉等の集草、積込、運搬、処分を実施すること。  

（２）船形分岐用地については、交通誘導警備員を配置し、通行車両及び

歩行者等の安全を確保し、実施すること。 

（３）本業務委託の実施に伴い、通行車両及び歩行者等へ飛び石などによ

る危険がないよう防護の処置を行うなど安全対策に十分留意すること。  

（４）必要に応じ、道路使用許可を取得すること。  

 

２－４ 作業時期  

１．作業時期は原則として下記のとおりとするが、草の生育状況等により

変更となる場合があるため監督職員と十分打ち合わせを行うこと。  

（１）印東加圧ポンプ場除草工   ５月,８月,１０月,１２月（年４回） 

（２）    〃  植栽剪定工     ５月,８月,１０月,１２月（年４回） 

（３）高崎川水管橋用地除草工      ５月、８月、１２月（年３回）  

（４）鹿島川水管橋用地除草工     ５月、８月、１２月（年３回） 

（５）手繰川ドレーン用地除草工    ５月、８月、１２月（年３回）  

（６）勝田川水管橋用地除草工     ５月、８月、１２月（年３回） 

（７）上勝田用地除草工        ５月        １２月（年２回）  

（８）小橋川水管橋用地除草工     ５月、８月、１２月（年３回） 

（９）小名木川ドレーン用地除草工    ５月、８月、１２月（年３回）  

（10）本埜分岐用地除草工       ５月、８月、１２月（年３回） 

（11）船形分岐用地除草工       ５月、   １２月（年２回） 

 (12) 神崎川水管橋護岸部除草工    ５月、８月        （年２回） 

 

２－５ 運搬距離  

１．現場から処理施設までの運搬距離（片道）及び平均距離は、次のとお

りとする。 

参考として㈱オールクリーン（印西市別所 1209-1）までの距離を示

す。（変更する場合は別途協議とする。）  

  なお、搬入前に処理施設より受入れ承諾を得ること。  

 

（１）（２）印東加圧ポンプ場    ２２．５㎞×４回＝９０．０㎞  

（３）高崎川水管橋用地          ２０．１㎞×３回＝６０．３㎞  

（４）鹿島川水管橋用地         ２２．８㎞×３回＝６８．４㎞  

（５）手繰川ドレーン用地         ２０．５㎞×３回＝６１．５㎞  

（６）勝田川水管橋用地          ２２．７㎞×３回＝６８．１㎞  

（７）上勝田用地                ２０．５㎞×２回＝４１．０㎞  

（８）小橋川水管橋用地          １６．７㎞×３回＝５０．１㎞  
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（９）小名木川ドレーン用地       ２０．９㎞×３回＝６２．７㎞  

（10）本埜分岐用地          ３．８㎞×３回＝１１．４㎞  

（11）船形分岐用地              １３．６㎞×２回＝２７．２㎞  

（12）神崎川水管橋護岸部       １３．８㎞×２回＝２７．６㎞  

 

平均運搬距離        ５６８．３㎞／３１回＝１８．３㎞ 

 

 

２－６ 刈草面積  

１．委託箇所の刈草面積は、次のとおりである。  

（１）印東加圧ポンプ場        １，６６９㎡               

（２）    〃   剪定         ７４㎡  

（３）高崎川水管橋用地                １９５㎡  

（４）鹿島川水管橋用地          ３０４㎡ 

（５）手繰川ドレーン用地                ７４㎡  

（６）勝田川水管橋用地               ５７２㎡  

（７）上勝田用地                     ３５９㎡  

（８）小橋川水管橋用地                 ２５３㎡  

（９）小名木川ドレーン用地               ８０㎡ 

（10）本埜分岐用地             １６㎡ 

（11）船形分岐用地             ３４㎡ 

（12）神崎川水管橋護岸部          ２８１㎡ 

総面積              ３，９１１㎡ 

 

 

第３章 留意事項等 

 

３－１ 留意事項  

１．  本業務委託の実施にあたって受注者は、下記に掲げる事に特に留意  

すること。  

（１）予め、委託箇所を調査し、実施前状況等を確認してから安全衛生に

留意し実施すること。  

（２）施設への立入は、監督職員の承諾を得て行うこと。  

また、委託箇所と直接関係のない場所へは絶対に立ち入らないこと。  

同様に本作業と関係のない設備等には絶対に触れないこと。  

（３）作業当日は、監督職員へ作業前の連絡、作業後の報告を行うこと。  

   なお、連絡時間は次のとおりとする。  

① 当日作業内容連絡  ８：２５まで  
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② 作業終了報告    １６：５５まで  

（４）除草用地は水田等と隣接している箇所が多いため、耕作者等とトラ

ブルにならないよう注意すること。  


